
横浜市港南公会堂利用要綱

第 1章趣 旨

制 定平成24年4月 1日

最近改正平成 27年 4月 1日

1 この要綱は、横浜市公会堂条例(昭和 28年3月5日条例第 1号。以下「条例」という。)

及び横浜市公会堂条例施行規則(昭和 28年3月 15日規則第7号。以下「規則Jという。)

に基づき、横浜市港南公会堂(以下「公会堂」という)の利用方法その他必要な事項を定め

るものとする。

第 2主主 開館時間等

1 開館時間

(1)開館時聞は午前9時から午後 10時までとする。

( 2)前項の規定に関わらず、港南区長が特に必要があると認める場合は、開館時間を変

更することができる。

2 休館日

(1)年末年始 (12月29日から 1月3固まで)

( 2)施設点検日(月 1回)

( 3)前項の規定に関わらず、港南区長が特に必要があると認める場合は、休館毘を変更

することができる。

3 使用時間

( 1 )使用時潤には、使用の準備に要する時間及び後片付け等、原状回復に必要な時間を

含む。

(2 )使用時陪と使用時間の問、すなわち正午から午後 1時まで、午後5時から午後5時

30分までは使用の対象としない。ただし、規則別表第 1備考に定める昼間及び昼夜

陪の場合は連続したものとみなし、使用することができる。

4 開舘時間の変更及び臨時休館・臨時開館

規則第9条第3項の規定により開館時間を変更し及び臨時に休館し文は開館することが

できる場合は次のとおりとする。

(1)開館時間を変更し、または臨時に休館することができる場合

ア 設備点検等によりやむを得ない場合

イ 非常災害等が生じた場合

ウ その他前各号に準じる場合

( 2)臨時に開館することができる場合

ア 公職選挙法に基づく個人演説会や政談演説会を行う場合
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イ その他前号に準じる場合

第3章申請

1 受付期間及び受付時間

(1)規則第2条に定める申請期間の最初の目(以下、「受付開始日」という。)が、休館

日の場合は、その翌日から受付を開始する。

( 2 )規則第2条の規定にかかわらず、業務に支障のない場合は、使用臼の 2目前、前日

又は、当日であっても、受付を行うことができる。

( 3 )受付締罰は、午前9時から午後 10時までとする。

2 抽選

( 1 )受付は、申請の順序により行う。ただし、使用の申込みが同時に 2者以上からあっ

たときは、抽選で決定する。

( 2)前号の抽選への参加者は、個人剛団体を荷わず 1名に限定する。

3 受付の特例(優先受付)

( 1 )本市が使用する場合及び本市が共催又は後援する行事等に使用する場合は、受付

開始日以前であっても優先的に受け付けることができる。

( 2)前号の受付は 12か月前の日から開始する。

( 3 )前(1 )の優先については、次に定める手続きによるものとする。

ア 本市が使用する行事に使用する場合

公会堂の使用予約について(依頼) (第 10号様式)を提出しなければならない。

イ 本市が共催する行事に使用する場合

共催証明書(第 11号様式)を提出しなければならない。

ウ 本市が後援する行事に使用する場合

横浜市が発行する名義使用等承諾通知書の写しを提出しなければならない。

( 4)指定管理者は、港南区長と協議の上、行事内容及び一般の使用との均衡等を総合し

て、優先受付の可否を決定する。

( 5) 指定管理者は、前号の優先受付による使用回数が、土濯目、日曜日又は国民の祝日

に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日については、原則として

1箇月を通して休日の数の合計の 2分の 1を超えないよう利用調整を行う。

また、平日についても同様に、 1箇月を通して平日の数の合計の 2分の 1を

超えないよう利用調整を行い、利用の均衡を諮る。

(6 )優先受付(予約)の承認を受けたものは、速やかに港南公会堂使用許可申請書(第

1号様式) (以下、 f使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

4 受付の特例(他都市市民の取扱い)

公会堂の使用の許可を受けようとする者(以下、「申請者」という。)が、他都市市民の場

合は、規則第 2条の規定にかかわらず、 1箇月前から受付を開始するロ
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5 申誇書添付書類

指定管理者は、必要に応じ使用許可申請書に、次の書類の添付を求めることができる。

( 1 )災害等における避難誘導等の協力について(第 12号様式)

( 2) プログラム、行事開催要領等

(3 )申請者が未成年者の場合は、成年者の伺意書

(4 )その他必要と思われる書類

6 予約

( 1 )予約とは、規則第 1条に定める使用許可申請書を指定管理者に提出する前に、来館

又は電話により使用の申込みを行うことをいう。

( 2 )前号の予約を行ったものは、予約の目から 10日以内に使用許可申請書を指定管理

者に提出しなければならない。

(3 )申請者が前号の期間内に申請を行わない場合は、指定管現者は予約を取り消すこと

ができる。

(4 )来館による予約は受付開始日から、電話による予約は受付開始日の翌日から受付を

始める。

第4章許可

1 許可

( 1 )公会堂の使用を許可するに当たり必要な場合は、指定管理者は使用目的、使用方法

その他必要な事項について、使用者から説明を求めることができる。

( 2)指定管理者は、公会堂の使用許可に管理上必要な条件を附することができる。

( 3 )指定管理者は、公会堂の使用を許可したときは、港南公会堂使用許可書(第 2号様

式) (以下、「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 使用の不許可

( 1 )使用を許可しない場合は、条例第 2条及び規尉第3条の定めによる。

条例第2条第 1項 1号-3号に該当する場合の例示は次のとおりとする。

ア 青少年の健全な育成を血書するおそれのある使用を行おうとするとき。

イ 火気の使用文は臭気、騒音等を発生させる使用を行う場合であって、これに対す

る対策が十分ではなく、他の利用者や一般市民に危険が及ぶおそれがあると認めら

れるとき。

ウ 指定暴力包等その他団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行

うことを助長するおそれがある団体、又はその団体の構成員が集団的に又は常習的

に反社会的な行動をとることを助長するおそれのある団体が使用しようとするとき。

エ 当該使用により多くの人数が集まることにより交通の渋滞その他場内外の混乱が

発生するおそれがあると認められるとき。

オ 当該使用により建物や間帯設備等を損壊、汚損又は滅失するおそれがあると認め

られるとき。
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力 過去において施設管理上の指示に従わなかったなど施設管理上の指示にしたがわ

ないおそれがあると認められるとき。

キ定員を超える使用のとき。

ク 葬儀、告別式その他これらに類する行事として施設を使用しようとするとき。

ケ 主として物品の販売又は宣伝若しくはこれらに類することを目的として使用しよ

うとするとき。

コ 申請書類の記載事項に虚偽が認められるとき。

サ その他上記のア~コに準ずると認められるとき。

( 2)規則第3条第 1号にかかわらず、本市が主催、共催又は後援するバザ 又はチャリ

ティーその他これらに類似する福祉事業は、不許可の対象としない。

3 連続使用の制限

公会堂の使用期間は、引き続き 3日を超えることはできない。ただし、港南区長と協議の

上、指定管理者が特別の必要があると認めたときは、この限りではない。

4 使用許可の取消等

使用許可の取消等条例第 13条第3号により不許可にする場合は、条例第 2条の各号に該

当すること。

条例第 2条第 1 項 1 号~3 号に該当する場合の例示は次のとおりとする。

ア 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある使用を行おうとするとき。

イ 火気の使用又は臭気、騒音等を発生させる使用を行う場合であって、これに対する

対策が十分ではなく、他の利用者や一般市民に危険が及ぶおそれがあると認められる

とき。

ウ 指定暴力団等その他団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う

ことを助長するおそれがある団体、又はその団体の構成員が集匝的に文は常習的に反

社会的な行動をとることを助長するおそれのある団体が使用しようとするとき。

エ 当該使用により多くの人数が集まることにより交通の渋滞その他場内外の混乱が発

生するおそれがあると認められるとき。

オ 当該使用により建物や附帯設備等を損壊、汚損又は滅失するおそれがあると認めら

れるとき。

力 過去において施設管理上の指示に従わなかったなど施設管理上の指示にしたがわな

いおそれがあると認められるとき。

キ 定員を超える使用のとき。

ク 葬儀、告別式その他これらに類する行事として施設を使用しようとするとき。

ケ 主として物品の販売又は宣伝若しくはこれらに類することを呂的として使用しよう

とするとき。

コ 申請書類の記載事項に虚偽が認められるとき。

サ 地震が発生し文は地震の警戒宣言が発せられたとき。

シ 公会堂又は公会堂の近隣において火災があったとき。
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ス 風水害により著しい危険が予想されるとき。

セ その他上記のア~スに準ずると認められるとき。

第6章許可事項の変更等

1 許可事項の変更

( 1 )使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、「公会堂使用変更許可申

語書J(第3号様式)を提出しなければならない。

( 2 )前項の申請には交付を受けた使用許可書を添付しなければならない。

( 3 )使用の変更を許可するときは「公会堂使用変更許可書J(第4号様式)を交付する。

2 変更の不許可

次の場合は前項の申請を許可しない。

( 1 )要綱第4章第2項に該当するとき。

( 2)使用者、使用目的などの許可の主たる内容に著しい変更のある場合。

(3 )使照権の譲渡とみなされるとき。

(4)度重なる変更申請を行い、管理に支障があると認められる場合。

(5 )その他変更申請を行う正当な理由がないと認められる場合。

第6章使用料

1 使用料納入の時期

( 1 )使用者は、使用許可を受けた時は、直ちに使用料を納入しなければならない。

( 2 )前号の規定により難しいときは、使用者は許可を受けた日から 10日以内に、納入

することカTできる。

2 使用料の後納

条例第7条第 1項の規定により後納することができる場合は次のとおりとする。

( 1 ) 国文は他の地方公共団体が使用する場合。

( 2) 指定管理者が特に必要があると認め、業務に支障がない場合。

3 変更使用料

規則第5条の規定により、変更許可を受けた場合の使用料の過不足の取扱いは、次のとお

りとする。

( 1 )既納の使用料に過納が生じた場合は、過納額は返還しない。

( 2)既納の使用料に不足が生じた場合は、不足額を徴収する。

4 割増料金

( 1 )土曜日、日曜日及び庖民の祝日の割増

使用日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)

第3条に規定する休日であるときは、規則別表に定める使用料の 2害Ij増とする。
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( 2 )入場料割増

ア 入場料その他これに類する料金とは、その行事を行う際に、参加者から徴収する

料金をいう。前売券、整理券等が有償の場合はこれを入場料とみなす。また、資料

代、教材費等名称にかかわらず入場料に類すると認められる場合は、書11増を適用す

る。

ただし、使用者に代表される会の経常的な組織運営のための会費は、入場料その

他これに類する料金とはみなさない。

イ 入場料等を徴収する場合であっても、前白の準備及び袈日の後片けについては割

増料金の徴収は行わない。

ウ 本市が主催、共催又は後援して行うバザー、チャリティーその他これらに類似す

る福祉事業に使用する場合は、入場料その他これに類する料金を徴収する場合であ

っても、害11増料金の徴収は行わない。

( 3 )時間超過割増

管理運営上支障のないときは、 1時間以内で使用時間を延長することができる。こ

の場合は、 3割増の使用料を徴収する。また、次の使用時間帯まで超過して使用する

場合は、新たな申請とみなしその区分の使用料を徴収する。

(4 )附属設備の割増料金

附属設備の使用料には割増を適用しない。

5 使用料の減免

(1)条例規則に定めるほか、次に定める場合は、次の率を使用料に乗じて得た額を減免

することができる。

本市が使用する場合 1 00分の 100

本市が共催する事業の場合 100分の 50

( 2)本市が後援する事業は減免の対象としない。

6 減免申請手続

( 1 )使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請時に公会堂使用料減免申請書

(第 7号様式) (以下、「減免申請書」という。)を提出しなければならない。

( 2)本市が共催する行事等に使用する場合で、使用料の減免を受けようとするものは、

減免申誇警に共催証明書(第 11号様式)を添付しなければならない。

( 3) 指定管理者は、前2号のほか行事内容を説明する資料等必要な書類の提出を求める

ことカtできる。

(4 )第 1号の減免申請書に対する承認又は不承認の決定は、使用許可書に表示すること

により申請者に通知する。
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7 使用料の返還

(1)使用料の返還を受けようとするものは、公会堂使用許可取消及び使用料返還申請書

(第B号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

( 2 )前号で定める申請書には、使用許可書及び使用料領収書の写しを添付しなければな

らない。

(3 )指定管理者は第 1号の規定による申請を承認し、文は承認しないことを決定した場

合は、使用料返還承認・不承認決定通知書(第 9号様式)により、申請者にその旨を

通知するものとする。

(4 )第 5章の規定に基づき使用目の変更許可を受けた場合は、変更後の使用目にかかわ

らず、当初、許可を受けた使用目を規則第 11条第 1項第 2号の使用目とする。

( 5 )規則第 11条第 1項第 1号に定める使用者の責めに帰さない事由とは次の各号に定

める場合をいう。

ア 天災等の不可抗力により公会堂を使用できないとき。

イ 地震警戒宣言の発令に伴い、行事等の開催が不可能となった場合及び行事開催中

に発令があったため行事等を中止したとき。

ウ 交通機関の不通等により行事等の開催が不能となったとき。

工 公会堂の管理運営上の理由により行事等の開催が不能になったとき。

オ その他これらに類するとき。

第7章特別の設備

1 特別設備の設置許可をしない場合は次のとおりとする。

( 1 )施設の電気容景を超えると認められるとき。

( 2)建物等構造物への加工、工作を伴い、原状回復が困難と認められるとき。

( 3 )消防法等、法令の規制を受けるとき。

2 特別設備設置申請等及び許可

( 1 )照明装置・音響装置・舞台装置その他(以下「特別の設備j というロ)を公会堂に設

置しようとするものは、使用許可申請書に特別設備の内容を記載し、指定管理者に提

出しなければならない。

( 2)前号の申請書には、設備の種類、数量、消費電気量、安全性等を説明する資料を添

付しなければならない。

(3 )特別の設備の設置を許可したときは、使用許可書に特別設備の設備内容を記載し、

申請者に交付する。

(4 )第4章第 1項第 2号の規定は、前号の許可に準用する。

( 5) 指定管理者は、特別設備の設置許可に際し管理上必要な条件を附することができる。
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3 持ち込み器具の実費負担

( 1 )施設内に器具を持ち込み使用する場合は、電気料の実費梧当額(以下「実費j とい

う。)を徴収する。実費の額は、消費電力 1聞につき 200円とする。この場合にお

いて、消費電力に 1KW未満の端数があるときは、端数消費電力を 1仰として計算する。

( 2)使用者は実費を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事闘がある

と認めたときは後納することができる。

(3 )規則第 10条第 1項要綱第6章第5項の規定は実費の場合に準用する。

(4 )規則第 11条第 1項の規定は実費の場合に準用する。

4 特別の設備の管理責任

( 1 )特別の設備は、使用者の責任において管理するものとし、設備に生じたいかなる損

害に対しても指定管理者はその責めを負わない。

( 2)特別の設備に起因して、本市、指定管理者及び第三者に損害を与えたときは、使用

者はその寅めを負う。

第B章施設管理

1 許可書の提示

公会堂を使用するものは、使用許可書を職員に提示しなければならない。

2 職員の立ち入り

指定管理者は、管理上必要と認めるときは、職員を使用者が現に使用している施設に立ち

入らせることができる。この場合、使用者は当該職員の立ち入りを拒むことができない。

3 使用後の点検

使用者は、使用を終了したときには、直ちに施設の原状回復を行い、職員の確認を受けな

ければならない。条例第 13条の規定により、使用の許可を取消し、文はその使用を制限し

若しくは停止し又は退去を命ぜられた場合も同様とする。

4 物品等の保管

( 1 )使用許可を受けた時間以外は、使用者が持込み又は設置した物品等の保管は認めな

い。ただし、やむを得ない場合は、指定管理者はこれを認めることができる。

(2 )指定管理者は、保管中に生じた物品等の滅失致損の責めを負わない。

(3 )保管中の物品等に起因して、本市、指定管理者及び第三者に損害を生じたときは、

使用者はその責めを負わなければならない。
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5 管理上の利用の制限

施設の管理上、次の利用は制限する。

(1)飲食を伴う行事。ただし、儀礼的行事等社会習慣上の範囲内で行うもので市長及び

指定管理者が特に認めたもの、会議室等で軽い飲食を行う場合を徐く。

( 2)通路、口ど一、ホワイエのみの単独使用。ただし、指定管理者が特に必要があると

認めるときはこの限りではない。

第9章損害の賠償

1 破損等の届出

附員IJ

附員IJ

使用者!立、施設等を破損し文は滅失したときは直ちにその旨を届け出、職員の指示を受け

なければならない。

この要綱は平成 24年4月 1日から施行する。

この要綱は平成27年4月 1日から施行する。
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